
価格高騰で生活にお困りのかたに給付金を支給します

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金を支給します。
対象者  次のいずれかの世帯の世帯主
　　　 ※世帯外の親族から、世帯の全員が扶養を受けている場合は対象外
①住民税非課税世帯（令和5年6月1日時点で長崎市に住民登録がある世帯）
　世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である
　(例)世帯主(非課税)、配偶者(非課税)、子(課税)の世帯→対象外
②家計急変世帯（申請日に長崎市に住民登録がある世帯）

予期せず令和5年1〜10月の家計が急変し、①の世帯と同様の事情にあると認められる
申請期限  10月31日㊋

対象見込みとなる世帯の世帯主に、支給要件確
認書を7月下旬から順次送っています。内容を確
認のうえ、ご返送ください。

対象要件に該当すると思われるかたには、申請
書を送付しますので、電話でご連絡ください。
申請書は市ホームページからも取得できます。

申請方法

① 住民税非課税世帯 ② 家計急変世帯

   新型コロナウイルスワクチン 9月から秋冬接種を開始

接種が可能なかたには接種券を順次送付します。
対象者  初回接種（2回）が済んだ5歳以上で追加接種が可能なかた（春夏接種をしたかたも含む）
接種期間  9〜12月
使用ワクチン  オミクロン株XBB.1系統対応１価ワクチン（予定）
その他  

● 初回接種（2回）が済んでいないかたへ
　3月末まで接種できます。
● 6カ月〜4歳のお子さんがいるかたへ
　お子さんの１〜３回目の接種をご検討ください。

◀最新情報

ワクチン接種コールセンター ☎0120-095827
午前8時45分〜午後5時45分（㊏㊐㊗も対応）

◀詳しくはこちら

給付金コールセンター　☎0570-095400
午前8時45分〜午後5時30分（平日のみ）

支給額は
住民票上の1世帯

あたり

3万円

7月6日時点
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